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１．事業所の概要 

運 営 主 体 の 法 人 

（事 業 者 名） 

ｼ ｮ ｳ ﾄ ﾞ ｼ ﾏ ﾁ ｮ ｳ  

小 豆 島 町 

法 人 の 種 類 地方公共団体 

運営主体の所在地 香川県小豆郡小豆島町片城甲４４番地９５（高齢者福祉課内） 

代 表 電 話 番 号 

・ Ｆ Ａ Ｘ 番 号 
TEL  0879 – 82 - 7006 FAX 0879 – 82 – 1120 

運営主体の開設年月 平成１８年４月１日 

運営主体の代表者氏名 小豆島町長 大 江 正 彦 

（  フ リ ガ ナ  ） 

事 業 所 名 

ｼ ｮ ｳ ﾄ ﾞ ｼ ﾏ ﾁ ｮ ｳ ﾁ ｲ ｷ ﾎ ｳ ｶ ﾂ ｼ ｴ ﾝ ｾ ﾝ ﾀ ｰ 

小 豆 島 町 地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー 

管理者の役職・氏名 主任介護支援専門員   黒 﨑 優 子 

事 業 所 の 所 在 地 香川県小豆郡小豆島町片城甲４４番地９５（高齢者福祉課内） 

代 表 電 話 番 号 

・ F A X 番 号 
TEL 0879 – 82 - 7006 FAX 0879 – 82 – 1120 

緊 急 連 絡 先 
 
時間外でも連絡可能な緊急連絡先   あり ・ なし 

介護保険の指定番号 ３７０１２０００１０ 

指 定 年 月 日 令和６年 ４月 １日 

指 定 更 新 年 月 日 令和１２年３月３１日 

営  業  時  間 

（窓口対応可能時間） 

月曜日～金曜日の午前 8 時 30 分から午後 5 時 15 分まで 

※国民の祝日及び 12 月 29 日から 1 月 3 日を除きます。 

特記事項 緊急の場合は、役場までご連絡ください。 

介護予防支援・介護予防ケアマネジメント 

重 要 事 項 説 明 書 



２．職員の体制に関する事項 

所属する担当職員 
の 人 数 及 び 構 成 

保健師の人数 常勤１名以上 

主任介護支援専門員の人数 常勤１名以上 

社会福祉士の人数 常勤１名以上 

サービス従業者の健 
康診断の実施の有無 

 
有  ・  無  

常 勤 職 員 の 
所定労働時間 

1週間当たり      ３８時間４５分 

 

３．事業の運営方針 

運 営 の 方 針 

① 要支援状態にある利用者の方が、可能な限りその居宅において、自立

した日常生活が営めるよう支援します。 

② 利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の方

の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが多様な

事業者から総合的かつ効率的に提供されるよう配慮します。 

③ 利用者の方の意思及び人格を尊重し、常に利用者の方の立場に立ち、

その提供される指定介護予防サービス等が特定の種類又は事業所に不

当に偏ることのないよう、公正中立な介護予防支援及び介護予防ケア

マネジメントの提供を行います。 

④ 事業の運営に当たっては、指定居宅介護支援事業者、他の指定介護予

防支援事業者、介護保険施設、住民による自発的な活動によるサービ

スを含めた地域における様々な取組等との連携に努めます。 

⑤ 利用者の人権の擁護、虐待の防止に努めます。 

⑥ 感染症や災害が発生した場合でも、利用者が継続して介護予防支援の

提供を受けられるよう、町が定める業務継続計画に従い、必要な研修

及び訓練の実施に努めます。 

⑦ 感染症の予防及びまん延防止に努め、感染防止に関する研修会や訓練

を実施し、感染対策の資質向上に努めます。 

⑧ 職員の人権を尊重し、快適に働ける環境づくりを目指し、ハラスメン

ト対策の強化に努めます。 

 

４．提供する介護予防サービスの内容 

内 容 提 供 方 法 

要支援認定に係る 

申請の援助  

（契約書第４条１号） 

利用者の意思を踏まえ、要支援認定等の申請に必要な協力を行います。 

介護予防サービス・支援 

計画の作成 

（契約書第４条２号） 

・利用者のお宅を訪問、又は利用者やご家族に面接して情報を収集し、解決すべ

き問題を把握します。 

・自宅周辺地域における指定介護予防サービス事業者や小豆島町が実施している

福祉事業の内容、利用料等の情報を適正に利用者やご家族に提供し、利用者に

サービスの選択を求めます。 

・提供するサービスが目指す目標、目標の達成時期、サービスを提供するうえで

の留意点などを盛り込んだ介護予防サービス・支援計画の原案を作成します。 

・介護予防サービス・支援計画の原案に位置付けた指定サービス等について、保

険給付の対象となるサービスと対象とならないサービス（自己負担）を区分し

て、それぞれ種類、内容、利用料等を利用者やその家族に説明し、その意見を

伺います。 

・介護予防サービス・支援計画の原案は、利用者やその家族と協議したうえで、必

要があれば変更を行い利用者から文書による同意を得ます。 



サービス事業者等との 

連絡調整・便宜の提供 

（契約書第４条３号） 

介護予防サービス・支援計画の目標に沿ってサービスが提供されるよう介護予防サ

ービス事業者等との連絡調整を行います。 

サービス実施状況 

の把握・評価 

（契約書第４条４号） 

・利用者及びその家族と毎月連絡をとりサービスの実施状況の把握に努めます。 

・利用者の状態について定期的に評価を行い、利用者の申し出により又は状態の 

変化等に応じてケアプランの評価、変更等を行います。 

給付管理 

（契約書第４条５号） 

介護予防サービス・支援計画の作成後、その内容に基づいてサービス利用票・提供

票による給付管理を行うとともに、毎月の給付管理票を作成し、香川県国民健康保

険団体連合会に提出します。 

ケアプランの変更 

（契約書第７条） 

利用者が介護予防サービス・支援計画の変更を希望した場合又は事業者が介護予防

サービスの変更が必要と判断した場合には、利用者の意見を尊重して、合意のうえ、

介護予防サービス・支援計画の変更を行います。 

介護予防支援・介護予防

ケアマネジメントの

記録 

（契約書第８条） 

・事業者は、利用者との合意のもとで介護予防サービス・支援計画を作成し

て、利用者にその写しを交付します。 

・利用者は、サービス提供の実施記録を閲覧し、複写物の交付を受けるこ

とができます。 

介護支援専門員等の変更 ・介護支援専門員等の変更を希望する場合は、相談窓口までご連絡下さい。 

事故発生時の対応 
管理者は、利用者に対する指定介護予防支援・介護予防ケアマネジメント
の提供により事故が発生した場合には速やかに町長、利用者の家族等に連
絡を行うとともに、必要な措置を講じます。 

サービスの中止 
利用者の方の都合により、サービスの中止を希望される場合は、職員へ申
し出てください。いつでも中止することができます。また、要介護認定に
おいて要介護者となった場合は、自動的に契約が解除されます。 

利 用 料 

事業者が提供する介護予防支援及び介護予防ケアマネジメントに対する料

金は、次のとおりです。 

（１）介護予防支援費（Ⅰ）一月につき４,４２０円 

（２）初回加算 新規に介護予防サービス計画を作成した場合、 

初回月に３,０００円を加算します。 

（３）委託連携加算 

   介護予防支援・介護予防マネジメントを指定居宅介護支援事業所に委

託する際に、計画の作成等に協力した場合、委託開始初回月に３,０

００円を加算します。 

（４）介護予防ケアマネジメント費 一月につき４，４２０円（委託のみ） 

（５）介護職員等処遇改善加算 （１）～（３）に２.１％、または（２）

～（４）に２.１％加算します。 

 

要支援認定を受けられた方、または第 1 号介護予防支援事業の対象とな

る方は、保険給付費または地域支援事業費から全額給付されるので自己

負担はありません。 

小豆島町を超えて業務を行う場合は交通費を実費でいただきます。 

（１）事業実施地域を超えた地点から片道５キロメートル未満５２５円 

（２）事業実施地域を超えた地点から片道５キロメートル以上１,０４８円 

 

 
介護予防支援・介護予防
ケアマネジメントの委

託の有無 
（  あり  ・  なし ） 

委託先の居宅 
介護支援事業者 

・  
介護支援専門員 

（名称） 

（氏名） 



５．秘密の保持と個人情報の保護について 
 
 ①利用者及びその家族に関する秘密の保持について 

   事業者は、サービス提供をする上で知り得た利用者及びその家族に関する秘密を正当な理由なく、

第三者に漏らしません。この秘密を保持する義務は、契約が終了した後も継続します。 
 
 ②個人情報の保護について 

   事業者は、利用者からあらかじめ文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議において、利用

者の個人情報を用いません。また、利用者の家族の個人情報についても、あらかじめ文書で同意を

得ない限り、サービス担当者会議で利用者の家族の個人情報を用いません。また、利用者及びその

家族に関する個人情報が含まれる記録物については、善良な管理者の注意を持って管理し、また、

処分の際にも第三者への漏洩を防止するものとします。 
 

６．介護予防支援業務に関する相談･苦情について 

苦情及び相談対応 

の 窓 口 の 名 称 
・ 

連 絡 先 
・ 

対 応 時 間 

事業所又は法人に 
設 置 さ れ た 苦 情 
相 談 対 応 窓 口 

名称 小豆島町地域包括支援センター 

連絡先電話番号（ 0879 – 82 – 7006 ） 

対応時間( 8：30 ～ 17：15 ） 

国保連苦情・相談対 
応窓口（介護サービ 
ス苦情相談窓口） 

名称 香川県国民健康保険団体連合会 

連絡先電話番号（ 087 – 822 – 7453 ） 

対応時間( 9：00 ～ 17：00 土日祝日を除く） 

 

７．重要事項の説明の年月日 

この重要事項説明書の説明年月日 年    月    日 

 

介護予防支援等の提供開始にあたり、本書面に基づき、重要な事項を説明しました。 

 

地域包括支援センター  

事 業 者  小豆島町           

所 在 地  小豆郡小豆島町片城甲 44 番地 95  

 名  称   小豆島町地域包括支援センター    
 

      説明者氏名                  

 

上記内容の説明を事業者から確かに受けました。 

 

 利用者  

住 所  小豆島町        

                   氏 名               

   

上記代理人 (代理人を選定した場合)  

住 所     
 

      

                    氏 名               


